
- 1 -

小牛田ショッピングセンター（第６条第１項）

１ 届出者名

ホーマック株式会社 代表取締役社長 柴田憲次

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地

小牛田ショッピングセンター

遠田郡美里町北浦字新苗代１３番地

３ 大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所

ホーマック株式会社 代表取締役社長 柴田憲次

北海道札幌市厚別区厚別中央三条二丁目１番４１号

４ 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

（変更前）イオン株式会社 代表取締役 岡田元也

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

ジャスフォート株式会社 代表取締役 本田 進

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地

有限会社小林 代表取締役 小林陽一

福島県西白河郡矢吹町本町１７５番地

井ヶ田製茶株式会社 代表取締役 今野克二

仙台市青葉区大町二丁目７番２３号

株式会社タカラブネ 代表取締役 新開純也

京都府久世郡御山町大字佐山小字双栗３７番１

株式会社ワイ・ジー・エム 代表取締役 本山久矩

新潟県上越市木田２丁目７番１号

（変更後）株式会社ベル開発 代表取締役社長 澤田 司

岩手県盛岡市津志田町一丁目１番１０号

株式会社らいおんクリエイト 代表取締役 佐藤 享

仙台市太白区東中田４丁目６番６０号

株式会社ビッグアース 代表取締役 佐々木節夫

大崎市古川宮沢弁天前７番

菅原 司

石巻市桃生町神取字屋敷５７番１

５ 変更の年月日

平成１８年１月１日、平成１８年５月２６日

６ 届出年月日

平成１８年６月１日

７ 縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、大崎地方県政

情報コーナー及び美里町役所
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８ 縦覧期間

（ 、 。）平成１８年６月９日から平成１８年１０月１０日まで ただし 閉庁日を除く

９ 意見書提出先

仙台市青葉区本町三丁目８番１号

宮城県産業経済部食産業・商業振興課

意見書提出に関する注意事項10
縦覧場所に備え付けの「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する

指針 （経済産業省告示第８５号）及び意見書様式を参考のこと。」


